
外部評価個票
令和５年度令和６年度令和７年度

令和10年度
(最終目標)

グループ名 学校給食への米粉パン導入支援（超過分）
①高配合米粉パンの提供見
込み食数（６回×児童生徒
数）に対する提供食数の割
合

実績 ％ -

成果指標及び
成果実績

成果指標 単位 令和３年度令和４年度

-

-

事業名 学校給食米粉パン導入拡大推進事業費 開始/終了(予定)年度 令和５ / 未定

２９ ３０ ３２

部局・担当課名 農産物販路開拓・輸出推進課 当初見込み ％ - - - - ９０

創設背景
（課題）

地産地消および食育の観点から県産米粉の利用拡大を図るため、学校給食における米粉パ
ンの導入拡大を図る。

②高配合米粉パンを提供し
た市町村数

実績 市町村 - １９ ２２ ２２

当初見込み 市町村 - - - - ３５

事業の目的
従来の小麦粉パンや、米粉20％配合のパンよりも米粉割合が高い、米粉80%以上のパンの学
校給食での提供を増やす。

③
実績

当初見込み

実績

令和３年度令和４年度令和５年度 令和６年度 令和７年度

成果指標設定の考え方

高配合米粉パンは、県産米粉の一層の利用拡大を図るため、県農業技術環境課や県農業総合研究センター、県工業技術センターの支援のも
と開発されたものであり、県として普及に力を入れていることから、県内の全市町村で、小中学校の児童生徒に計６回提供される（執行率
90％）ことを目標として設定した。

補助概要

補助率
（最終受益者に対する補助率）

県の裁量の有無 補助の相手方

定額（小麦粉パンとの差額） 〇 市町村

執行率５０％未満の場合の要因分析

事業概要

【支援対象者】
学校給食の主食として高配合米粉パンを提供する市町村
【支援要件】
県産米の配合割合が８割以上の米粉パンを提供する場合
【支援内容】
小学校及び中学校ごとに、提供食数に１食あたりの単価（R6:小学校38円、中学校51円）を
乗じた額。補助回数は学校ごとに６回を上限とする。
【最終受益者】
児童・生徒及びその保護者
【その他】
同事業G01学校給食への米粉パン導入支援（基礎分）4,685千円と一体的に執行している。
令和４年度までコロナ臨時交付金を活用して行っていた学校給食における米粉製品の導入
支援予算額を基礎分、これを上回る予算を超過分として、予算要求ルールに基づき分けて
管理しているもの。

④
当初見込み

・令和６年度の学校給食への高配合米粉パンの導入支援事業は、基礎分4,685千円と、超過分14,137千円の２つのグループに分かれてお
り、超過分の執行率は9％であるが、基礎分と超過分の合計に対する執行率は32％である。
・県として高配合米粉パンの普及に力を入れることとしており、また市町村の導入見込みが不明確であったことから、35市町村全てで計６
回提供できる予算を確保した。
・しかし、市町村では、前年度を参考に献立作成をしており新しい食材の普及には時間がかかること、製パン業者の高配合米粉パンの供給
能力に限界があること、米飯給食にこだわりがありパン給食を実施していない市町村があるといった理由により、積算を大きく下回ること
となった。

財源内訳
（単位:千円）

国庫支出金
県債

当初予算額
（単位:千円）

２１,０５０ １４,１３７ １３,１３８

その他特定財源

計 － － ２１,０５０ １４,１３７ １３,１３８

一般財源 ２１,０５０ １４,１３７ １３,１３８

執行率
（％）

#DIV/0! #DIV/0! 3% 9% 0%

決算額
（千円単位）

７３５ １,２９４

②当初の目的や役割を一定程度達成しているのではないか。
（当初の目的・役割の達成程度からみて、継続するのは妥当か。） B 今後も高配合米粉パンを導入する市町村は増える見込みであり、継続するのが妥当である。

③人口減少を受けて受益者が減少し、コストに見合っていないのではない
か。（開始時から受益者が減少しても、継続するのは妥当か。） A

高配合米粉パンは、令和５年度は１９市町、６年度は２２市町で提供されており、増加している。
また、学校給食における米粉の使用量は、５年度は9,851kg、６年度は12,784kgと増加している。

事業所管部局による評価・検証（令和７年度９月末まで）

項目 評価
（ABC）

評価に関する説明

課
題

市町村の導入見込みが不明確であったことなどから、過大な積算となったことが課題である。
加えて、昨今のコメの需給の逼迫、価格上昇により、米粉を取り巻く状況は変化しており、主食用
以外の新たな用途としての米粉の利用拡大の取組みが再考を迫られる状況となっている。

全
て
の
事
務
事
業
の

検
証
の
視
点

①長く継続し、社会経済情勢の変化とミスマッチになってないか。
（開始時から社会経済情勢の変化を考慮して、継続するのは妥当か。） B

本事業は、令和５年度から開始したものである。
また、令和６年度からは「やまこめもっちりパン」の愛称で普及を図っているところである。

A 市町村の学校給食の実態を踏まえたものとなっていると思われる。

(評価基準)　「Ａ:妥当性が高い/Ｂ:おおむね妥当である/Ｃ:妥当性が低い」

今
後
の
対
応

８年度予算要求においては、これまでの実績を踏まえた適切な積算を行う。
また、米粉の利用拡大に向けた施策について、昨今の状況を踏まえた再検討を行う。

重
点
取
組
テ
ー
マ

検
証
の
ポ
イ
ン
ト

④課題に対する事業手法は妥当か。 B
米粉の利用拡大に向け、学校給食で高配合米粉パンの導入を推進するためには、小麦粉パンとの
差額を支援することが効果的である。

⑤成果指標と目標値の考え方は妥当か。 C
全児童生徒数×6回×執行率90％で積算していたところであるが、実施状況を考慮すれば、見直し
が必要と思われる。

⑥「執行率が50％未満の場合の要因分析」の内容・手法は妥当か。

資料３ー⑥


